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麻薬、 麻薬原料植物、 向精神薬及び病薬向精神薬原料を指定する政令の
一部を改正する政令の公布について  (通知)

本日 、 麻薬、・ 麻薬原料植物、 向精神薬及び麻葵向精神薬原料を指定する政令
の一部を改正する政令 (令和2年政令第 220号。 以下  「改正政令」 とい う 。 )
が公布されま したので、 貴職におかれま しては、 下記事項について御了知の上、
関係各方面に対する周知の徹底と適切な指導をお願い申 し上げます。

記

第I    改正の趣旨
今般、 国際連合事務総長よ り 、 千九百六十・一年の麻薬に関する単一条約 (昭

和 39年条約第 22号) 第3条第7項の規定に基づき、 2物質を附表I に、 ま
た向精神薬に関する条約  (平成2年条約第7号) 第2条第7項の規定に基づ
き、 1物質を付表Iに、 7物質を付表Ⅱに、 1物質を付表wにそれぞれ追加
する こ と が決定された旨の通告があづた。

このため、 わが国でも、 国内法令・ (病薬、 麻薬原料植物、 向精神薬及び麻
葵向精神薬原料を指定する政令 (平成2年政令第 238 号。 以下  「麻薬等指定
政令」 とい う 。 ) を改正し、 これらの物質を麻薬又は向精神薬と しで規制す
るため必要な措置をと る ものである こ と。 ・



第2     改正の内容
1    麻薬等指定政令の一部改正

け) 次の lo物質を新たに麻薬に指定した。
①N- (i-アミ ノ-3一メチルーi-オキソブタン一2-イル) -l 

"- (4-フルオロベンジル) @1H-インダゾールー3一カルボキサ

ミ ド及びその塩類
②2 - "(エ"チルアミ ノ) -1-フェニルヘキサンュl.-オン及びそ

の塩類
③1- (4一ク 口 口 一2, 5 ・-ジメ トキシフェニル) プロパン一 2 

一アミ ン及びその塩類
④1- (4一ク 口口 フェニル) - 2 @ てメ チルアミ ノ) プロパン一 I

一オン及びその塩類
⑤l-フェニルー2一  (ピロ リ ジン一i-イル) ヘキサジーi-オ

ン及びその塩類
⑥(E)-N-(l-フエネテルピペリ ジン一4-イル)-N-フェ

ニルブター 2 -エナミ ド及びその塩類
"⑦N一  (1 一フヱネチルピペリ ジン一4一イル) 一N一プ土ニルペ

ンタ ノア ミ ド及びその塩類    "
・⑧メチル目2- [1- ，(4-フルオロプチル)"-1H-"イ ンダゾ丁

， ， ・ル@3一カルボキサミ ドコ・ 一3， 3一ジメ チルブタ ノ アー ト及び

その塩類
⑨メ チル二2一 れ一  (5 一フルオロペンチル) 一 1H一イ ンダゾ

ールー3一カルボキサミ ド] 一3一メチルブタツアー ト及びその

塩類
⑩メ チル幸2一  れ一  (5一フルオロペンチル) 一IH一イ ン ドー

ルー 3一カルボキサミ ド] 一3， 3 一ジメチルプタ ノアー ト及び

その塩類                ・        ・
米①②④⑤⑧⑨⑩ : 向精神薬に関する条約の付表Ⅱに追加

③ : 向精神薬に関する条約の付表Iに追加
・ ⑥⑦ : 千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の附表iに追加

も2) 次の物質を新たに向精神薬に指定した。 ・
8@クロ ロ ー6- (2-フルオロナヱニル)・-I一メチルー4H 
- [l , 2, 4] >yアゾロ [4, 3-a] [1 , 4] ・ベシゾジ

アゼピン及びその塩類
， 米向精神薬に関する条約の付表wに追加

2     施行期日      ・      ・            ・        "       ・            "     ‥
・ 公布の目 (令和2年7円 8 日1 から起算して ㏄旧 を経過した 日

年8円 7 日) から施行する。
C令和2



第3    留意事項
1 ・ 麻薬関係
り) 医薬品製造業者、 研究者又はその他の者が業務又は研究のため、 今般

麻薬に指定きれる物質  (以下 「麻薬指定物質」 とい う 。 ) を継続して取
り扱う 場合には、 改正政令の施行日以降、 麻薬及び向精神薬取締法 (昭
和 28年法律第 14号。 以下 「法」 とい う 。 ) によ る規制を受ける こ とか
ら、 施行日 までにあ らかじめ病薬研究者等の免詐取得等必要な手続を行
わせる と と もに、 記録、 保管、 届出等の規制事項について指導し、 管理
不備に起因する事故が発生しないよ う指導されたい。

(2) 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、 麻薬指定物質を取り 扱
う 場合についても、   (1) と 同様に記録、 保管、 届出等の規制事項につ
いて指導し、 管理不備に起因する事故が発生しないよ う指導きれたい。

(3)    (1) 及び (g) について、 法第49条等の規定に基づく 病薬研究者
等の届出書に記載する麻薬指定物質の期初在庫数量については、 施行 日
現在の在庫数量を記載するよう指導されたい。

(4) 医薬品製造業者、 研究者又はその他の者が所有している麻薬指定物質
の う ち、 今後必要と しないものについてほ、 改正政令の施行日 までに廃
棄する よ う指導されたい。 なお、 麻薬指定物質を廃棄する と きほ、 焼却
等の当該物質を回収する こ とが困難と なる よ う な方法で行 ら よ う指導さ
れたい。                                              ・                -

・(5) 改正政令の施行日以降に病薬指定物質を発見した場合は、 所定の調査
を行い、 状況に応じた措置をと られたい。

2    向精神薬関係
(1) 医薬品製造業者、 研究者又はその他の者が業務又は研究のため 、

今般向精神薬に指定される物質 (以下 「向精神薬指定物質」 と い う 。 )
を継続して取 り 扱 う 場合にほ、 改正政令の施行 口 以降、 法によ る規
制を受け る こ と か ら 、 施行 口 までにあ ら か じめその業務の 目 的に応
じた向精神薬営業者の免詐取得、 向精神薬試験研究施設設置者の登
録等必要な手続を行わせる と と もに、 記録、 保管、 届出等の規制事
項について指導し、 管理不備に起因する事故が発生 しないよ う 指導
されたい。

(2) 既に向精神薬営業者の免許を取得している者等が、 向精神薬指定
物質を取 り 扱 う 場合について も 、 (1) と 同様に記録、 保管、 届出等
規制事項について指導し、・ 管理不備に起因する事故が発生しない よ
う 指導さ れたい。

(3) 医薬・品製造業者、 研究者又はその他の者が所有している 向精神薬
指定物質の う ち、 今後必要と しないも のについては、 改正政令の施
行 日 前までに廃棄する よ う 指導されたい。 ま た、 向精神薬指定物質
を廃棄する と き は、 焼却等当核物質を回収する こ と が困難と な る よ



う な方法で行 う よ う 指導されたい。
(4) 改正政令の施行 日 以降に向精神薬指定物質を発見した場合は、 所

定の調査を行い、 状況に応 じた措置を と られたい。     ，・

第4 物質の構造式等
川添の とお り

第5    その他
麻薬指定物質は、 現在、 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性

の確保等に関する法律 (昭和 35年法律第 I45音)・ 第2条第 15項に規定ず
る指定薬物と して指定されているが、 今般の改正政令の施行によ り 、 麻薬
と して指定され、 指定薬物ではなく なる。

これに伴い、 本日 、 医薬品、 医療機器等の品質。 有効性及び安全性の確
保等に関する法律第二条第十五項に規定すを指定薬物及び同法第セ十六条
の四に規定する医療等の用途を定める省令の」部を改正する省令  (令和2
年厚生労働省令第 138音) が公布されているので、 併せて御了知いただき
たい。



別・添

通

構

1      病薬
(1) 化学名 : N-(l-ア ミ ノ ー3一メ チルーl-オキソプタシー2一イ

ル)-l-(4 -フルオロベンジル)一 i H一イ ンダゾールー 
3一・カルボキサミ ド

称 :AB-FUBINACA        ・               ・ "         "                         、
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H2

o

F

(2) 化学名 : 2- (エチルアミ ノ) 
通 ・ 称 :№-ethylhexedrone 
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(61 化学名

通

樽

(E) -N- (l-フƒGネチルピペソ ジン一4-イル) 
一フƒFニルプター2一ヱナミ ド

称 : Crotonylfentanyl 
造:

-N

H3C

o

No
(7) 化学名 : N- (1-フƒFネチルピペリ ジシ-4ニオル) -N一フƒFニ

ルベンダンア ミ ド

通 称 ; Valerylfentanyl 
構 造 :  E



( 8) 化学名

通

構

称

道

 EメチルⅠ2- [千- (4-フルオロプチル) -iH-イ ンダ

ゾールー3一カルボキサミ ド]-3 C 3-ジメチルブタ ノ ア
ー ト
4F-膿MB-BINAcA         "

( 9 )  E  Eイヒ学名

通

樽

: メチル@2一 [I u (5一フルオロペンチ功  一 1H一イ シ
ダゾール"一3一カルボキサミ E 河 ニ3一メチルブタノアー ト

称 : 5-Fiu鋒ro-AMB 
造 :



(lo) 化学名 :メ チルⅠ2一 [Ⅰ @  (5一プルオロペンチル) -1H-イシ
 E ドールー3一カルボキザミ ド] 一3  C " 3一ジメチルブタ ノ ア

"‚© E ト
 E 通   称 : 5F-MDMB-PICA 
構   造:

 F
 Cc"騨

o

2 向精神薬
11) 化学名

通

構

 E : 8 一ク ロ ロー 6 -(2 一フルオロフヱニル)一1一メテルー
 E 4H一[I  C 2  C 4] ト リ アゾロ 4 , 3-a][l, 4]ベンゾジ

 E アゼピシ E
称 : Flualprazolam  E  E  E E  E "

造;

Cl

T  /

N

F

以上


